
『小規模多機能自治』の手法による住民自治の再構築

南 砺 市 南砺市まちづくり基本条例（2012年７月施行）

地域づくり協議会
（小規模多機能自治）

３１地区

連 携

持続可能な地域づくりへ

公益財団法人
南砺幸せ未来基金

ステップ１ 新たな組織づくり ２０１９年４月スタート

ステップ２ 課題解決事業の実施

① 自治振興会、公民館、

地区社協体制の一本化

② 公民館の交流センター化

③ 事務局の強化

（地域採用）

新たな地域課題に対して

Step up!

各地域における通所型サービスＢの実施

・ビジョンづくり
・人材育成
・関係機関連携

ほか
縦割り！

どこで？誰が？ 課題を解決するために

・週一運動サロン
・子供の居場所づくり
・地域交通サービス
・空き家利活用事業
・地元産品加工販売
・災害時の支援
・買物や弁当配達

ほか

協働のまちづくり支援センター

一般社団法人
なんと未来支援センター

連 携

人的支援

バックアップ・コーディネート

資金的支援

融資・補助等

相 談

Step up!

中間支援組織に求められる役割・機能
１）信頼性 ２）専門性 ３）迅速・柔軟性 ４）継続性

中間支援組織

令和３年３月２５日認定

令和４年７月１日認定！


